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感染性疾患（COVID-19、インフルエンザ等）影響下における対面による 

講習会・研修会等の感染防止対策の基本方針 

 

 

当学会では、感染性疾患（COVID-19、インフルエンザ等）影響下における対面による講習会・研修会等の

感染防止対策の基本方針を以下の通りとしました。この方針は、国・都道府県等の動向、感染状況等を踏まえ

て適宜見直しを行います。この基本方針に基づいて対面による講習会・研修会等を開催しますので、詳細は各

講習会・研修会等の開催要項をご参照ください。皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

１．対面による講習会・研修会等の開催及び参加者に関する基本方針 

①参加者が、講習会・研修会等の開催日前に体調不良（発熱・全身倦怠感・気道症状等）がある場合は、医

療機関の受診もしくは抗原検査等の活用を勧める。 

 感染性疾患に罹患した参加者は職場の規定がある場合は規定に従う（職場に規定がない場合には国の規定

に従う）。 

   例： 

COVID-19  ：感染した場合、発症日を 0 日として原則 5 日間待機。 

インフルエンザ：原則として解熱後 48 時間までは待機。 

 

２．対面による講習会・研修会等の開催時の対策について 

参加者の安心・安全の確保のため以下の項目を実施する。 

 

①マスクの着用を自己判断（必要に応じて）とする 

②手指消毒や手洗いの徹底を呼びかける 

③身体接触または検査道具・物品を共有する前後の手指消毒を呼びかける 

④密回避のため適度な距離を保った座席の設定とする 

⑤定期的な換気、共有部分の定期的な消毒を実施する 

⑥密回避のため、適度な距離を保った会話を呼びかける 

⑦その他、医療・福祉・教育従事者として節度ある行動を呼びかける 

 

３．対面による講習会・研修会等の開催中に感染性疾患に罹患した場合の対応について 

 ①参加者が医療機関受診により陽性が判明した場合には、対面による講習会・研修会への参加を中止とする 

  その他の参加者は、マスク等の感染対策が講じられ体調不良が無ければ対面による講習会・研修会への参

加を継続する 



 ②感染性疾患に罹患し講習会・研修会への参加が全日不可となった参加者には、受講料の払い戻しもしくは

次年度以降の受講に振り替える 

 ③対面による講習会・研修会参加途中に感染性疾患に罹患した場合には、別日（次年度も含む）に補講を実

施する事も検討する 

④講師が感染性疾患に罹患し、代替の講師確保が困難となった場合、対面による講習会・研修会を中止とす

る、その場合の受講料は払い戻しとする 

 

 

【参考：都道府県における感染対策の考え方】 

     


